
第 10 号 議 案

　令和8年度（2026年度）町田市国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９，９１２，９０９千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

　「第２表　債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１,０００,０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1) 保険給付費の各項に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

    

令和8年（2026年）3月9日提出

東 京 都 町 田 市 長　　　稲　垣　康　治
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算

 歳   入

款 項
千円

1. 国民健康保険税 ８,６３０,９８６

1. 国民健康保険税 ８,６３０,９８６

2. 使用料及び手数料 ６０

1. 手数料 ６０

3. 国庫支出金 ７７２

1. 国庫補助金 ７７２

4. 都支出金 ２６,６７０,１８９

1. 都負担金 ２,９０９

2. 都補助金 ２６,６６７,２８０

5. 繰入金 ４,５４３,７１０

1. 繰入金 ４,５４３,７１０

6. 繰越金 １

1. 繰越金 １

7. 諸収入 ６７,１９１

1. 延滞金加算金及び過料 ２２,９２４

2. 市預金利子 １

3. 雑入 ４４,２６６

３９,９１２,９０９

金 額

歳 入 合 計

国民健康保険事業会計
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 歳   出

款 項
千円

1. 総務費 ７１６,１３７

1. 総務管理費 ５７８,７２２

2. 徴税費 １３６,５６１

3. 運営協議会費 ８５４

2. 保険給付費 ２６,３７０,００６

1. 療養諸費 ２２,５５８,３７５

2. 高額療養費 ３,６４９,４９４

3. 移送費 ３００

4. 出産育児諸費 ９１,５４２

5. 葬祭諸費 ２４,０５０

6. 結核・精神医療給付金 ４６,２４５

○ 傷病手当金 ０

3. 国民健康保険事業費納付金 １２,２３２,４８７

1. 医療給付費分納付金 ７,９０７,７３２

2. 後期高齢者支援金等分納付金 ２,９５０,０５１

3. 介護納付金分納付金 １,１２１,５０３

4. 子ども・子育て支援納付金分納付金 ２５３,２０１

4. 保健事業費 ５１６,６７８

1. 特定健康診査等事業費 ４７４,３９４

2. 保健事業費 ４２,２８４

5. 諸支出金 ７２,６０１

1. 償還金及び還付金 ７２,６００

2. 繰出金 １

6. 予備費 ５,０００

1. 予備費 ５,０００

３９,９１２,９０９

金 額

歳 出 合 計

国民健康保険事業会計
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国民健康保険事業会計

令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

32,054

特定保健指導事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

9,065

督促状・催告書作成委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

3,192

保険税課税事業

保険税収納事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

54,822

第  ２  表     債  務  負  担  行  為

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

千円
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